
 

(窓口対応) 

(市教育委員会対応) (市教育委員会対応) 

(県教育委員会による指示通知)

埋蔵文化財の取扱いの流れ 

包蔵地です 包蔵地に隣接します 該当しません 

発掘届の提出(様式１) 発掘届の提出(様式２)

遺跡範囲確認調査 遺跡所在確認調査 

包蔵地です 包蔵地ではありません 

工事中に埋蔵文化財を発見 

発掘届の提出(様式１) 発掘届の提出(様式３) 

埋蔵文化財の保存について協議 

事業地内から除外 発掘調査 事業地内で現状保存 

発掘調査委託契約 

発掘調査・整理調査の実施

発掘調査の終了 

工 事 の 着 手 

埋蔵文化財包蔵地の有無についての照会 

照会文書の提出(様式２)

発見届の提出(様式３) 

発掘届の提出(様式１) 

発掘届の提出(様式１) 

発掘調査委託契約 


